
水道基本料金無料化事業
事 業 概 要 物価高騰の影響を受ている市民や事業者の負担を軽減するために、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活

用して、水道基本料金無料化事業を2か月分（２月検針分と３月検針分）実施します。
対 象 者 官公庁を除く水道使用者で、対象件数は175,000件
手 続 き 申請手続きは不要
周 知 方 法 市公式ウェブサイト、上下水道部広報誌「水de報」、検針票の通信欄に掲載

事 業 内 容

【 例 : 口径13㎜、2か月で40㎥使用した場合 】

【口径別の無料となる金額（税込）】

建設水道委員会 令和７年１２月２４日

№１

上下水道部 営業課

《基本料金》
1,425円

《従量料金》
40㎥
3,168円

《従量料金》
40㎥
3,168円

《基本料金》
０円

《合計料金》
3,168円

《合計料金》
4,593円

【対象となる使用期間】令和７年度総事業費（2か月分)

262,220千円
・無料となる基本料金額 261,000千円
・システム運用委託料等     1,220千円

検針月

2月検針地区

3月検針地区

令和7年12月 令和8年1月 2月 3月 4月

12月検針日から2月検針日まで 請求

請求1月検針日から3月検針日まで

13㎜ 1,425円 129,531件 184,582千円
20㎜ 1,438円 40,503件 58,244千円
25㎜ 2,299円 3,435件 7,897千円
30㎜ 3,449円 441件 1,521千円
40㎜ 6,897円 852件 5,877千円
50㎜ 9,655円 205件 1,979千円
75㎜ 24,140円 23件 555千円
100㎜ 41,036円 8件 328千円
公衆浴場 8,802円 2件 17千円

口 径 2か月分 対象件数 口径別無料金額

175,000件 261,000千円合 計


